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さいたま市契約公報 
第５号 

令和６年３月１５日発行 

発行所 

さいたま市浦和区常盤 6 丁目 4 番 4 号 

さいたま市役所 

（財政局契約管理部契約課） 
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○特定調達契約に係る一般競争入札の中止 
さいたま市公告（調達）第３５号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第

６条の規定により令和６年１月１９日さいたま市公告（調達）第１０号において公告した一般競争入

札について、次のとおり中止したので、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）

第１４条第２項の規定により公示する。 
令和６年３月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 中止とした一般競争入札 

件名 さいたま市保健所・健康科学研究センターで使用する電気 
２ 中止とした理由 

入札参加者がないため。 

 
さいたま市公告（調達）第３６号 
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地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第

６条の規定により令和６年１月１９日さいたま市公告（調達）第１３号において公告した一般競争入

札について、次のとおり中止したので、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）

第１４条第２項の規定により公示する。 

令和６年３月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 中止とした一般競争入札 

  件名 さいたま市食肉中央卸売市場で使用する電気 

２ 中止とした理由 

  入札参加者がないため。 

 
さいたま市公告（調達）第３７号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第

６条の規定により令和６年１月１９日さいたま市公告（調達）第１４号において公告した一般競争入

札について、次のとおり中止したので、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）

第１４条第２項の規定により公示する。 

令和６年３月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 中止とした一般競争入札 

  件名 藤右衛門中継ポンプ場外１６か所で使用する電気 

２ 中止とした理由 

  入札参加者がないため。 
 
 
○特定調達契約の落札者等の公示 
さいたま市公告（調達）第３８号 

次のとおり落札者等について公示します。 
令和６年３月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
「掲載事項」 

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

 
①３８－１ ②下水処理センター第二期包括的民間委託業務 一式 ③さいたま市建設局下水道部下

水道維持管理課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和６年１月２３日 ⑤株式会社ウォーター

エージェンシー埼玉オペレーションセンター センター長 高瀬裕良 さいたま市中央区鈴谷７－１

０－２５ ⑥１，３８６，０００，０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和５年１０月２日さいたま市公
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告（調達）第１２０号 
 
①３８－２ ②さいたま市消防緊急情報システム（指令・情報）救急隊事務端末賃貸借 一式 ③さ

いたま市消防局警防部指令課 さいたま市浦和区常盤６－１－２８ ④令和６年２月１６日 ⑤ＦＬ

ＣＳ株式会社関東支店 支店長 大塚嘉浩 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ ⑥２７，６５

９，５００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令

（平成７年政令第３７２号）第１１条第１項第１号該当 

 
 
○競争入札参加資格審査に関する告示 
さいたま市告示第４４７号 
さいたま市水道局告示第２４号 

令和５・６年度のさいたま市及びさいたま市水道局における競争入札の参加資格に関する追加受付

の審査結果について、次のとおり公表する。 
令和６年３月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明   

 

競争入札参加有資格者数（令和６年３月１日名簿新規登載分） 

 市内 県内 県外 合計 
建設工事 ９ １４ ２０ ４３ 

設計・調査・測量 ０ ０ １２ １２ 

土木施設維持管理 ４ ８ ２ １４ 

物品納入等 ４ １０ ４６ ６０ 

業務委託 ２０ ８ ８７ １１５ 

合計 ３７ ４０ １６７ ２４４ 

※主たる営業所の所在地による 
 
 
○一般競争入札の告示 
さいたま市告示第４９１号 

さいたま市立岩槻区内公民館ＩＴ講座用システム機器等賃貸借について、次のとおり一般競争入札

を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定に基づき公告する。 

令和６年３月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市立岩槻区内公民館ＩＴ講座用システム機器等賃貸借 
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⑵ 借入場所 

さいたま市岩槻区太田３－４－１ さいたま市教育委員会生涯学習総合センター岩槻城址公民

館 

⑶ 数量・特質等 

仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 

令和６年６月１日から令和１１年５月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で登載

されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 賃貸借された納入機器等を設置、設定し、常時正常な状態又は十分に機能が働く状態に維持し、

万一問題が発生した場合には即時に対応ができること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市岩槻区本丸３－１７－１ さいたま市教育委員会生涯学習総合センター岩槻本丸公

民館 

担当 須田 電話 ０４８（７５８）３１００ 

⑵ 交付期間 

本入札の告示日から令和６年３月２５日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１

３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
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⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和６年３月２８日（木）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料（設定費用等、当該業務に係る経費の全てを含む。）

１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和６年４月４日（木）午前１１時００分 

イ 場所 

さいたま市岩槻区本丸３－１７－１ さいたま市立岩槻本丸公民館（１階サークル室） 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和６年４月４日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
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６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市岩槻区本丸３－１７－１ さいたま市教育委員会生涯学習総合センター岩槻本丸公

民館 

電話 ０４８（７５８）３１００  ＦＡＸ ０４８（７５８）５１０１ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市教育委員会生涯学習総合センター岩槻本丸公民館及びホームページ

において閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

 
 
〔水道局〕 
○特定調達契約に係る一般競争入札の中止 
さいたま市水道局公告（調達）第６号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第

６条の規定により令和６年１月１９日さいたま市水道局公告（調達）第２号において公告した一般競

争入札について、次のとおり中止したので、さいたま市水道局契約事務規程（平成１３年さいたま市

水道部企業管理規程第３４号）第２６条第２項の規定により公示する。 
令和６年３月１５日 

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明   
１ 中止とした一般競争入札 

件名 ア さいたま市水道局東部配水場外３か所で使用する電気 
イ さいたま市水道局南部配水場外１３か所で使用する電気 
ウ さいたま市水道局水道総合センターで使用する電気 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html


7 

２ 中止とした理由 

入札参加者がないため。 

 


